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（総則）  

第１条 この規定は、NPO 法人大学宇宙工学コンソーシアム(以下、UNISEC という)に

おけるコンプライアンスについて規定する。  

 

（定義）  

第２条 この規定において「コンプライアンス」とは、法令、社内規則及び企業倫理

（以下 「法令等」という）を遵守することをいう。  

２ 「従業員」とは正職員だけでなく、契約社員、パート、アルバイトなど、雇用形

態に関わらず、雇用されている人全てをいう。 

３ 「従業員等」とは従業員だけでなく、派遣社員等、非雇用者で UNISEC の業務を遂

行する人をいう。 

 

（経営方針）  

第３条 UNISEC は、別に定める行動憲章に従い、コンプライアンスを経営の基本方針

とする。  

 

（責任体制と役割） 

第４条 理事長は、UNISEC におけるコンプライアンスの最高管理責任者として UNISEC

を統括するものとする。 

２ 事務局長は、コンプライアンス統括管理責任者として最高管理責任者を補佐し、

UNISEC におけるコンプライアンスを統括するものとする。 

３ 監事は、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況・モニタリング及び不正発

生要因の不正防止計画への反映、またその実施状況について確認し、その結果を役員

会議等で定期的に報告する。 

 

（従業員の責務）  

３ 従業員等は、前条の基本方針をふまえ、法令等を誠実に遵守することはもとよ

り、 社会人としての良識と責任をもって業務を遂行しなければならない。  

 

（従業員の禁止事項）  

第５条 従業員等は、次に掲げる行為を行ってはならない。  

 （１） 自ら法令等に違反する行為  

 （２） 他の従業員に対して法令等に違反する行為を指示・教唆する行為  

 （３） 他の従業員の法令等に違反する行為を黙認する行為  

 

（通報の義務）  
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第６条 従業員等は、他の従業員が前条に違反する行為を行っていることを知ったと

きは、速やかに UNISEC の理事長又は事務局長に通報しなければならない。  

 

（懲戒処分等）  

第７条 UNISEC は第５条の規定に違反した従業員に対し、就業規則に従い懲戒処分等

をすることができる。  

 

（免責の制限）  

第８条 従業員等は、次に掲げることを理由として自らが行った法令等に違反する行

為の責任を免れることはできない。  

 （１） 法令等について正しい知識がなかったこと  

 （２） 法令等に違反しようとする意思がなかったこと  

 （３） 他の従業員の指示・教唆により行ったこと  

 （４） UNISEC の利益を図る目的で行ったこと  

 

（事前相談）  

第９条 従業員等は、自らの行動や意思決定が法令等に違反するかどうかの判断に迷

うときは、あらかじめ理事長又は事務局長に相談しなければならない。  

 

（従業員等の意識の向上と啓発）  

第 10 条 コンプライアンス統括管理責任者は、従業員の意識の向上と浸透を図り、継

続的なコンプライアンス啓発活動を行うものとする。 

 

（コンプライアンス研修の実施）  

第 11 条 UNISEC は、次に掲げる目的のため、必要に応じ研修会を開催する。  

 （１） コンプライアンスへの関心を高めること  

 （２） コンプライアンスについて正しい知識を付与すること  

 

（コンプライアンス研修実施方法）  

第 12 条 競争的資金に関わる全てのメンバー（参加学生、補助者も含む）を対象に、

プロジェクト開始前に受講を義務漬け、事務局長は受講の終了と受講結果を確認しな

ければならない。  

 

（コンプライアンス研修内容の見直し）  

第 13 条 コンプライアンス統括管理責任者は、コンプライアンス研修内容について、

定期的に点検し、必要な見直しをしなければならない。  
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（コンプライアンス規定類の見直し）  

第 14 条 コンプライアンス統括管理責任者は、コンプライアンスに関わる規程等につ

いて、定期的に点検し、必要な見直しをしなければならない。  

 

付 則  

 この規定は、平成 27年 4 月 1日より実施する。  

 

付 則  

 この規定は、平成 30年 4 月 1日より実施する。  

 

付 則  

 この規定は、令和 6年 7月 1日より実施する。 
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UNISEC行動憲章 

UNISEC は 3 つのミッション「人材育成」「技術開発」「アウトリーチ」を掲げ、それ

ぞれを相互リンクさせた活動を促進・支援しています。 また、これらのミッションを

貫くことで、長期的な社会貢献を実現できると考えています。これらの活動はコンプ

ライアンスの実践が大前提です。 

○ミッション 

1.人材育成 

学生だけでなく、この活動に貢献するすべての人が成長できる機会を作ります。 宇宙

工学プロジェクトを通じて、 

Unique   独創的で 

Never-give-up  あきらめず 

Innovative  別のやり方で 

Sincere   誠実に 

Energetic  元気いっぱいに 

Challenging  チャレンジする 

人材を育成し、支援する側と支援される側が思いやりをもって協働する中で、刺激し

あい、智恵を出し合い、共に成長していきます。 

2.技術開発 

宇宙開発の未来を切り開くための技術開発に挑戦する場を提供します。 常識や前例に

縛られない学生ならではのアイデアと実行力を大事にし、自主的なプロジェクトに対

し、さまざまな支援を行います。 また、技術交流・提携を促し、学生が互いに切磋琢

磨していくことにより、小型衛星とロケットをはじめとする宇宙工学における技術シ

ーズを発掘します。 

3.アウトリーチ 

私たちは、宇宙開発をより多くの方に知ってもらうための橋渡しをします。 大学・高

専の学生の活動を通して、宇宙技術開発の生の姿を伝え、また、より多くの人が開発
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に参加できるような道を模索します。 また、大学・高専が各地域に分散している利点

を生かし、それぞれの地域に根ざした、草の根的な活動を展開していきます。 

 

 

 

○コンプライアンスを実践  

私たちは、法令順守、社内規則を含む諸規範の順守、倫理・社会的良識に基づく行動

をコンプライアンスと定め、これを実践することによって、社会からの信頼を得られ

るように努めます。  

 


